
 
清瀬市新校建設ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託 

（設計業務準備）（債務負担行為）プロポーザル審査要領 

 

１．目的 

  この要領は、清瀬市新校建設ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託（設

計業務準備）（債務負担行為）の契約締結の受託候補者を選定するため、提案事業者の審

査方法を定めることを目的とする。 

 

２．審査の対象となる事業者 

  審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行うこととする。 

（１）別途定める「清瀬市新校建設ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託

（設計業務準備）（債務負担行為）プロポーザル実施要領」（以下、「実施要領」という。）

に定める参加資格要件等を全て満たし、かつ失格条項に該当しない者。 

（２）別途定める「清瀬市新校建設ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託

（設計業務準備）（債務負担行為）プロポーザル企画提案書作成要領」（以下、「作成要

領」という。）に則って、適切に書類を提出した者。 

 

３．審査委員会 

  審査は、別途定める「清瀬市新校建設ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業

務委託（設計業務準備）（債務負担行為）プロポーザル審査委員会設置要領」に規定する

清瀬市新校建設ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託（設計業務準備）

（債務負担行為）プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）が実施する。 

 

４．審査の方法 

（１）審査委員会では、提出された企画提案書等とプレゼンテーション（審査委員会によ

るヒアリングを含む。）の内容について、審査基準に基づいて審査を行う。 

（２）すべての参加者の審査の終了後、各審査委員の審査結果（得点）を集計し、最高得

点者を受託候補者として選定する。 

（３）審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は価格が低い者を受託候補者と

して選定する。 

 

５．審査基準 

提案に関する評価点の判断基準及び配点は以下で定める。なお、各審査項目に関する

判断基準については、審査委員会の合議により定める。 

 

審査項目 配点 備考 

書類審査（一次審査） １３０点  

プレゼンテーション審査（二次審査） ３５０点 ７０点×委員５名 

総合計 ４８０点  

審査委員会は総合計が最も高いものを受託候補者に選定する。 

 



 
 

５－１．書類審査（一次審査）  

 資格適合者が３者を超える場合は、一次審査により上位３位までを決定し、プレゼンテ

ーション参加要請書を市から送付するものとする。 

 

  書類審査（一次審査）における審査内容及び配点基準の詳細は以下のとおりとする。 

審査項目 判断基準 配点 

書
類
審
査 
 

(A)  
参加者
の評価 

ア 技術職員数 技術職員数を評価する 4 

イ 有資格者数 有資格者数を評価する 3 

ウ 実績 実績の種類、件数について評価する 15 

小    計 22 

(B)  
各業務
担当者
の資格 

専門分野の技術
者資格 

各担当分野について、
資格（取得後１年以上
のものに限る）の内容
により評価する 

管理技術者 4 

主任担当者 

建築（総合） 4 

建築（構造） 4 

電気設備 4 

機械設備 4 

コスト管理 4 

工事計画管理 4 

小    計 28 

(C)  
各業務
担当者
の業務
実績 

同種・類似業務
の実績（実績の
有無及び件数、
携わった立場） 

次の順で評価する。①
同種業務の実績 
②類似業務の実績及
びその際に携わった
立場により評価する 

管理技術者 10 

主任担当者 

建築（総合） 10 

建築（構造） 10 

電気設備 10 

機械設備 10 

コスト管理 10 

工事計画管理 10 

小    計 70 

(D) 
社会貢
献 

女性の活躍推進
次世代育成支援 

「女性活躍推進企業」として「えるぼし」の認定をう
けているか。 

5 

「子育てサポート企業」として「くるみん」の認定を
うけているか 

5 
 

小    計 10 

合 計 130 

 

（A）参加者の評価（様式○○による） 

 参加者に所属する技術職員数及び有資格者数について評価を行う。 

 

ア 技術職員数【4.0 点】 

 技術職員数の評価は下記による。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 有資格者数【3.0 点】 

 有資格者数の評価は下記による。 

技術職員数（人） 評価点 

150～  4.0 

100～149 3.0 

50～99 2.0 

20～49 1.0 

 ～19 0.5 



 
 

 

 

 

 

 ※有資格者数は、CCMJ、一級建築士等担当分野に応じた必要資格の有資格者数とする。 

 

ウ 参加者の同種・類似業務実績【15.0 点】 

 同種業務及び類似業務の実績（実績の有無及び件数）について審査を行う。平成 25 年 4

月 1 日以降に履行した設計実績各５件を１件当り基本配点３点として、区分の係数及び担

当の係数を乗じた合計点数にて審査する。 

 

件数 基礎配点 

5 3 

 

 

 

 ※「担当ＣＭ」とは、設計者選定段階、基本設計段階、実施設計段階、施工者選定段階、

施工段階をそれぞれ、1 項目とし、担当した項目数の合計とする。 

 

  ※評価点の計算は下表のとおりとなる。 

 
 

（B）各業務担当者の資格【14.0 点】＋【加点分 14.0 点】最高 28.0 点（様式５） 

 配置技術者の有する資格（※初回登録後１年以上のものに限る）について、下表の資格

評価表により評価する。 

担当業務分

野 

評価する技術者資格 
評価点 加算点※1※2 

管理技術者 

CCMJ（認定コンストラクションマネージャー） 2.0  

上記の資格の評価点に加算できる資格 

 CASBEE 建築評価員 0.5 ※1 

CFMJ 認定ファシリティマネジャー 0.5 ※1 

一級建築士、技術士※2、一級建築施工管理技士 1.0 ※6 

建築 

（総合） 

CCMJ（認定コンストラクションマネージャー） 2.0  

一級建築士 1.0 

上記の資格の評価点に加算できる資格 

 CASBEE 建築評価員 0.5 ※1 

基礎配点
Ａ

評価点
Ａ×Ｂ×Ｃ

合計
区分係数

Ｂ
担当係数

Ｃ

（最大件数５）

3

同種 1.0
３項目以上 1.0

15.0
最大評価点

3.0
２項目 0.8

類似 0.8
１項目 0.5

有資格者数（人） 評価点 

100～  3.0 

50～99 2.0 

  ～49 1.0 

担当 CM 担当係数 

3 項目以上 1.0 

うち 2 項目 0.8 

うち 1 項目 0.5 

実績 区分係数 

同種業務 1.0 

類似業務 0.8 



 
CFMJ 認定ファシリティマネジャー 0.5 ※1 

技術士※2、一級建築施工管理技士 1.0 ※6 

建築 

（構造） 

CCMJ（認定コンストラクションマネージャー） 2.0  

構造設計一級建築士 2.0 

一級建築士 1.0 

上記の資格の評価点に加算できる資格 

 CASBEE 建築評価員 0.5 ※1 

CFMJ 認定ファシリティマネジャー 0.5 ※1 

技術士※3、一級建築施工管理技士 1.0 ※6 

電気設備 

CCMJ（認定コンストラクションマネージャー） 2.0  

設備設計一級建築士 2.0 

一級建築士・建築設備士 1.0 

上記の資格の評価点に加算できる資格 

 CASBEE 建築評価員 0.5 ※1 

CFMJ 認定ファシリティマネジャー 0.5 ※1 

技術士※4、一級電気工事施行管理技士・第一種電気主任技

術者 
1.0 

※6 

二級電気工事施行管理技士・第二種電気主任技術者 0.7 

機械設備 

CCMJ（認定コンストラクションマネージャー） 2.0  

設備設計一級建築士 2.0 

一級建築士・建築設備士 1.0 

上記の資格の評価点に加算できる資格 

 CASBEE 建築評価員 0.5 ※1 

CFMJ 認定ファシリティマネジャー 0.5 ※1 

技術士※5、一級管工事施工管理技士 1.0 

※6 二級管工事施工管理技士 0.7 

建築設備検査資格者 0.5 

建設コスト 

管理 

CCMJ（認定コンストラクションマネージャー） 2.0  

建築コスト管理士 2.0 

建築積算士 1.0 

上記の資格の評価点に加算できる資格 

 CASBEE 建築評価員 0.5 ※1 

CFMJ 認定ファシリティマネジャー 0.5 ※1 

技術士※2、一級建築施工管理技士、一級建築士 1.0 ※6 

工事施工計

画 

CCMJ（認定コンストラクションマネージャー） 2.0  

一級建築施工管理技士 2.0 

上記の資格の評価点に加算できる資格 

 CASBEE 建築評価員 0.5 ※1 

CFMJ 認定ファシリティマネジャー 0.5 ※1 

技術士※2、一級建築士 1.0 ※6 



 
 

※1： 各担当業務分野の技術者において「CASBEE 建築評価員」、又は「CFMJ

認定ファシリティマネジャー」の資格を所持している場合は、それぞれ各評価

点に「0.5」を加算する。 

※2： 管理技術者及び建築（総合）、建設コスト管理、工事施工計画業務分野の主

任担当者において、技術士建設部門（施工計画、施工設備及び積算）又は（建

設環境)」の資格を所持している場合は、評価点に「1.0」を加算する。 

※3： 建築（構造）の技術士は、建設部門（土質及び基礎）又は（鋼構造及びコ

ンクリート）のいずれかとする。 

※4： 電気の技術士は、電気電子部門（全分野）とする。 

※5： 機械の技術士は、機械部門(動力エネルギー)、(熱工学)、(流体工学)又は衛

生工学部門(空気調和)、(建築環境)のいずれかとする。 

※6： CASBEE 建築評価員、CFMJ 認定ファシリティマネジャー以外の加算対

象となる資格については、ひとつのみ選択できる。 

 

 

（C）配置技術者（管理技術者、各主任担当者）の技術力【70 点】（様式５） 

同種業務及び類似業務の実績（実績の有無及び件数）について評価を行う。平成 25 年 4

月 1 日以降に履行したＣＭ実績各５件を１件当り基本配点２点として、区分の係数及び担

当の係数を乗じた合計点数にて評価する。 

   

① 実績件数と基礎配点 

 

 

 

② 同種業務及び類似業務実績の有無 

 

 

 

  

最大件数 基礎配点 

5 2 

実績 区分係数 

同種業務 1.0 

類似業務 0.8 



 
③ 業務担当実績 

過去の実績での立場 担当係数 

管理技術者又はこれに準ずる立場 1.0 

主任担当者又はこれに準ずる立場 0.8 

担当者又はこれに準ずる立場 0.5 

 

※計算は下表のとおりとなる。 

 

  

担当業務分野
基礎配点

Ａ
評価点

Ａ×Ｂ×Ｃ
合計

70.0

（5件で10.0）

最大評価点
2.0

主任担当者 0.8

類似 0.8 担当者 0.5

1.0

（5件で10.0）

最大評価点
2.0

主任担当者 0.8

類似 0.8 担当者 0.5

工事施工計画

（最大件数５）

2

同種 1.0 管理技術者

建設コスト管理

（最大件数５）

2

同種 1.0 管理技術者 1.0

（5件で10.0）

最大評価点
2.0

主任担当者 0.8

類似 0.8
担当者 0.5

1.0

機械設備

（最大件数５）

2

同種 1.0 管理技術者

（5件で10.0）

最大評価点
2.0

主任担当者 0.8

類似 0.8
担当者 0.5

1.0

電機設備

（最大件数５）

2

同種 1.0 管理技術者

（5件で10.0）

最大評価点
2.0

主任担当者 0.8

類似 0.8
担当者 0.5

1.0

建築（総合）

（最大件数５）

2

同種 1.0 管理技術者 1.0

主任担当者 0.8

類似

建築（構造）

（最大件数５）

2

同種 1.0 管理技術者

0.8

（5件で10.0）

最大評価点
2.0

主任担当者 0.8

類似 0.8
担当者 0.5

（5件で10.0）

最大評価点
2.0担当者 0.5

区分係数
Ｂ

担当係数
Ｃ

管理技術者

（最大件数５）

2

同種 1.0 管理技術者 1.0



 
５－２．プレゼンテーション審査（二次審査） 

 

 プレゼンテーション審査（二次審査）における審査内容及び配点基準の詳細は以下のと

おりとする。 

 

【業務実施方針】 

評価項目 評価基準 配 点 

１．本業務に対する提案者の取り

組み方針と体制 

取り組み意欲の高さや積極性 ５ 

発注者を支援する姿勢、業務への工夫、配慮 ５ 

２．各業務担当チームの特徴 担当者の技術力の高さ ５ 

チーム配置の本業務への適正 ５ 

３．業務上特に配慮する事項 業務内容、業務の背景や課題などの理解度 ５ 

総合的見地からの考え方の的確性 ５ 

業務実施方針に対する委員一人当たりの持ち点 ３０ 

 ※評価は 5 段階で、配点はそれぞれＡ（５点）、Ｂ（４点）、Ｃ（３点）、Ｄ（２点）、Ｅ

（１点）とする。 

 

【業務提案】 

評  価  項  目 

評価基準 

（テーマ毎に評価す
る） 

配 点 

【テーマ１】 

新校基本計画等並び

に設計及び建設にか

かる費用低減及び期

間短縮の両立とそれ

を達成するための事

業手法について 

学校施設の配置及び仮

設校舎の必要性につい

て、限られた期間のなか

で、どういった比較材料

を準備し、配置案を選択

または作成するか、分か

りやすく整理する。また

それを達成するのに適

切な事業手法を市にど

のように示すか評価す

る。 

・的確性（与条件との整

合性、理解度） 

・実現性（理論的な裏付

けに基づく説得力等） 

「的確性」、「実現性」を

各 10点満点で評価 

（合計 20点×２テーマ） 

【テーマ２】 

事業手法ごとの CM

業務の具体的手法と

品質・進行管理のポ

イントについて 

従来方式、DB方式、PFI

方式のそれぞれの事業

手法において、予定価格

の範囲内でCMとしてど

のように支援をしてい

くか評価する。 

業務提案に対する委員一人あたりの持ち点 ４０ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

（１）採点はプレゼンテーション及びヒアリング終了後各委員が以下の評価水準に基づき

評価を行う。 

評価項目 評価水準 評価 評価点 

業務実施方針 

業務実施方針が極めて優れている A 5 

業務実施方針が優れている B 4 

業務実施方針が適切である C 3 

業務実施方針がやや劣っている D 2 

業務実施方針が劣っている E 1 

 

評価項目 評価水準 評価 評価点 

業務提案に対する評価 

具体的な提案の的確性・実現性が極めて良好である。 A １０ 

具体的な提案の的確性・実現性が良好である。 B ８ 

具体的な提案の的確性・実現性が十分である。 C ６ 

具体的な提案の的確性・実現性がやや不十分である。 D ４ 

具体的な提案の的確性・実現性が不十分である。 E ２ 

 


